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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単語を読み上げる複数の音声読み上げ端末と、ネットワークを介して前記音声読
み上げ端末と接続される読み情報更新サーバとを備える音声読み上げシステムであって、
　前記音声読み上げ端末は、
　前記単語と、前記単語に指定される読みとの組み合わせを保持し、
　前記組み合わせを、前記読み情報更新サーバに送信し、
　前記読み情報更新サーバは、
　複数の前記音声読み上げ端末から送信された、複数の前記組み合わせを保持し、
　前記組み合わせから、前記読みが指定されていない前記単語を取得し、
　複数の前記組み合わせの中から、前記単語における前記読みが、当該組み合わせの前記
単語における前記読みと類似する複数の他の前記組み合わせを特定し、
　前記複数の他の組み合わせから、当該組み合わせにおいて前記読みが指定されていない
前記単語の前記読みを抽出し、
　前記抽出された読みによって、前記読みが指定されていない単語の前記読みを指定し、
　前記単語と前記指定された読みとによって、前記組み合わせを更新し、
　前記更新された組み合わせを前記音声読み上げ端末に送信し、
　前記音声読み上げ端末は、
　保持された前記組み合わせを、前記送信された組み合わせによって更新し、
　前記更新された組み合わせに基づいて、前記単語を読み上げることを特徴とする音声読
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み上げシステム。
【請求項２】
　前記音声読み上げ端末は、
　前記組み合わせに含まれる前記単語に、利用者によって入力された前記単語に対する読
みを指定し、
　前記単語を読み上げる場合に、前記指定された読みを優先して用いることを特徴とする
請求項１に記載の音声読み上げシステム。
【請求項３】
　前記読み情報更新サーバは、
　新たな単語を、前記組み合わせに追加し、
　前記新たな単語を追加された前記組み合わせを、前記音声読み上げ端末に送信すること
を特徴とする請求項１に記載の音声読み上げシステム。
【請求項４】
　複数の単語を読み上げる複数の音声読み上げ端末と、ネットワークを介して前記音声読
み上げ端末と接続される読み情報更新サーバとを備える音声読み上げシステムであって、
　前記音声読み上げ端末は、
　前記単語と、前記単語に指定される読みとの組み合わせを保持し、
　前記組み合わせを、前記読み情報更新サーバに送信し、
　前記読み情報更新サーバは、
　複数の前記音声読み上げ端末から送信された、複数の前記組み合わせを保持し、
　前記複数の単語を形態素解析によって、品詞毎の単位文字列に分け、
　同じ前記品詞において、前記文字列が当該単語の文字列と類似する他の前記単語を取得
し、
　前記他の単語に指定される前記読みに基づいて、前記単位文字列を並べる順番を特定し
、
　前記特定された単位文字列の順番に基づいて、前記単語の単位文字列を並べ、
　前記並べられた単位文字列から、単語の読みを生成し、
　前記生成された読みによって、前記組み合わせの前記読みを更新し、
　前記更新された組み合わせを前記音声読み上げ端末に送信し、
　前記音声読み上げ端末は、
　保持された前記組み合わせを、前記送信された組み合わせによって更新し、
　前記更新された組み合わせに基づいて、前記単語を読み上げることを特徴とする音声読
み上げシステム。
【請求項５】
　複数の単語を読み上げる音声読み上げ端末であって、
　前記単語と、前記単語に指定される読みとの組み合わせを保持し、
　新たな前記単語を、前記組み合わせに追加し、
　前記複数の単語を形態素解析によって、品詞毎の単位文字列に分け、
　同じ前記品詞において、前記文字列が当該単語の文字列と類似する他の前記単語を取得
し、
　前記他の単語に指定される前記読みに基づいて、前記単位文字列の順番を特定し、
　前記特定された単位文字列の順番に基づいて並べられた前記単語の文字列から、前記単
語の読みを抽出し、
　前記抽出された読みによって、前記組み合わせの前記読みを更新することを特徴とする
音声読み上げ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声読み上げシステムに関し、特に、複数の読みを持つ名称に優先する読み
を決定する音声読み上げシステムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車に搭載されるカーナビゲーション装置、ならびに公共機関および交通機関
において自動放送をする装置など、読み上げる対象となるテキストを音声データに自動変
換し、音声によるアナウンスとして出力する装置が広く普及している。これらの装置を用
いるシステムには、録音した音声を接続して再生する録音編集方法を用いるシステムと、
発音を表した文字または符号列から音声を合成する規則合成方法を用いるシステムとがあ
る。
【０００３】
　録音編集方法は、従来、鉄道等の自動音声案内において用いられてきた。鉄道等におい
て用いられる自動音声案内は、定型的な表現が多く使用される。このため、録音編集方法
は、定型的な表現を、録音された音声の部品としてあらかじめ複数用意し、それらの録音
された音声の部品を要求に従って適宜組み合わせることによって、音声を生成する方法で
ある。しかし、録音編集方法は、あらかじめ定められた表現を組合せることによって、音
声を生成するが、それ以外の手段によって、音声を生成できない。
【０００４】
　一方、規則合成方法は、入力された任意のテキストを音声に変換する方法である。録音
編集方法は、あらかじめ想定される表現を音声によって録音しておく必要があったが、規
則合成方法は、テキストのみを入力し、入力されたテキストを音声に自動変換する。この
ため、規則合成方法を用いるシステムは、日々更新されるニュースおよび緊急情報など、
頻繁に更新される内容を読み上げるシステムとして、自動車に搭載されるカーナビゲーシ
ョン装置など様々な場所において利用される。
【０００５】
　一般的な規則合成方法は、まず、入力されたテキストに後述の言語処理を行い、そして
、読みおよびアクセントの情報を示す中間記号列を生成した後、基本周波数パタン（すな
わち、声の高さに対応する声帯の振動周期）および音素継続時間長（すなわち、発声速度
に対応する各音素の長さ）などの韻律パラメータを決定する。続いて、規則合成方法は、
波形生成処理によって、韻律パラメータにあわせた音声波形を生成する。韻律パラメータ
から音声波形を生成する方法には、音素または音節に対応する音声素片を組み合わせる、
波形接続型音声合成が広く用いられる。
【０００６】
　前述の言語処理は、通常、入力されたテキストをそのまま読み上げるように、テキスト
に読みを付与する処理を含む。すなわち、「国分寺」というテキストが入力された場合に
は、「国分寺」というテキストには、「こくぶんじ」という読みが付与される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】古井貞熙著、「ディジタル音声処理」東海大学出版会出版、１９８５年
９月発行
【非特許文献２】T. Dutoit著、「An Introduction to Text-to-Speech Synthesis」KLUW
ER出版、1997年発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　例えば、カーナビゲーション装置において、地名、交差点名、および建物名などのよう
な地点名称（ＰＯＩ、Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）には、複数の読み方の情報
が設定される場合がある。この複数の読み方の情報は、カーナビゲーション装置における
目的地設定のための音声認識処理において、利用者がどの読み方によって指定しても目的
の地点を設定できるようにするために用いられる情報である。
【０００９】
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　しかしながら、この読み方の情報は、一般的に利用者からの発声を認識する音声認識に
おいて用いられ、カーナビゲーション装置が音声を読み上げるために用いられることは少
ない。カーナビゲーション装置が音声を読み上げる音声読み上げにおいて、カーナビゲー
ション装置が地名を読み上げる場合も、利用者が発声した読み方によって読み上げられる
ことができれば、利用者にとって利便性が向上する。
【００１０】
　また、従来の手段を用いて、利用者による音声によって入力した読み方を記録し、記録
された読み方を用いて音声を読み上げる際の読み方を決定しても、利用者が音声によって
入力したことのない地点名について、利用者が呼ぶであろう読み方を決定することはでき
ない。
【００１１】
　本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、地点名称を、利用者が使用してい
る読み方、または利用者が使用すると推測される読み方で読み上げる手法、およびその読
み上げ装置を提供することを目的とする。
【００１２】
　なお、前述の課題は、カーナビゲーション装置における課題によって例示したが、音声
を読み上げる装置であれば、すべて同じ課題を持つ。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、複数の単語を読み上げる
（例えば、音声にて出力する）複数の音声読み上げ端末と、ネットワークを介して前記音
声読み上げ端末と接続される読み情報更新サーバとを備える音声読み上げシステムであっ
て、前記音声読み上げ端末は、前記単語と、前記単語に指定される読みとの組み合わせを
保持し、前記組み合わせを、前記読み情報更新サーバに送信し、前記読み情報更新サーバ
は、複数の前記音声読み上げ端末から送信された、複数の前記組み合わせを保持し、前記
組み合わせから、前記読みが指定されていない前記単語を取得し、複数の前記組み合わせ
の中から、前記単語における前記読みが、当該組み合わせの前記単語における前記読みと
類似する複数の他の前記組み合わせを特定し、前記複数の他の組み合わせから、当該組み
合わせにおいて前記読みが指定されていない前記単語の前記読みを抽出し、前記抽出され
た読みによって、前記読みが指定されていない単語の前記読みを指定し、前記単語と前記
指定された読みとによって、前記組み合わせを更新し、前記更新された組み合わせを前記
音声読み上げ端末に送信し、前記音声読み上げ端末は、保持された前記組み合わせを、前
記送信された組み合わせによって更新し、前記更新された組み合わせに基づいて、前記単
語を読み上げる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一実施形態によると、利用者が使用している読み方で音声を読み上げる装置を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態の端末側装置およびサーバ側装置の構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の端末側装置およびサーバ側装置のハードウェアを示す
ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の端末側装置の処理を示す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態の端末側装置の音声入力処理を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態の端末側装置による経路誘導等において用いられる地点
情報が含まれた地点データベースの説明図である。
【図６】本発明の第１の実施形態の端末側装置における読み履歴データベースを示す説明
図である。
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【図７】本発明の第１の実施形態の端末側装置における読み履歴データベースを示す説明
図である。
【図８】本発明の第１の実施形態の端末側装置の音声合成処理を示す説明図である。
【図９】本発明の第１の実施形態の端末側装置の音声合成処理において用いられる単語辞
書を示す説明図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態の端末側装置の読み優先順更新処理の処理を示す説明
図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態の端末側装置の読み履歴送信手段から送信される読み
履歴ベクトル情報の説明図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態の端末側装置の読み履歴送信手段から送信される読み
履歴ベクトル情報の説明図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態の端末側装置の読み優先順受信手段によって受信され
る読み優先順データを示す説明図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態の端末側装置における読み履歴データベースを示す説
明図である。
【図１５】本発明の第１の実施形態の端末側装置の経路誘導等において用いられる地点情
報が含まれた地点データベースを示す説明図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の処理を示す説明図である。
【図１７】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み履歴記憶手段によって保存され
る読み履歴ベクトルデータベースを示す説明図である。
【図１８】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み履歴登録処理を示す説明図であ
る。
【図１９】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み優先順決定処理を示すフローチ
ャートである。
【図２０】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の形態素解析処理に基づく読み優先順
決定処理を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み優先順決定手段による地点名称
の形態素解析結果を示す説明図である。
【図２２】本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み優先順決定手段による地点名称
の形態素解析結果を示す説明図である。
【図２３】本発明の第２の実施形態の端末側装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００、およびサーバ側装置１０１の構
成を示すブロック図である。
【００１７】
　本発明において用いられる装置は、端末側装置１００およびサーバ側装置１０１の組合
せを基本とする。
【００１８】
　図１に示す端末側装置１００は、利用者によってテキストが入力され、入力されたテキ
ストを音声として読み上げる装置である。また、図１に示すサーバ側装置１０１は、端末
側装置１００に、地点名称などの読み方、または、最も利用者が呼ぶ可能性の高い読み方
を示す読み優先順を送信する装置である。
【００１９】
　図１に示す端末側装置１００は、読み上げるテキストが入力されるテキスト入力手段１
、入力されたテキストの読みを決定する読み決定手段２、決定された読みに従って入力さ
れたテキストを音声に変換する音声合成手段３、変換された音声を利用者に読み上げる音
声出力手段９、端末側装置１００に利用者が発した音声を入力する音声入力手段７、利用
者によって入力された音声に従って記録されている読み履歴を更新する読み履歴更新手段
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６、地点名称などの読み方、読み優先順および利用者が音声入力した読み履歴などを保存
した読み履歴記憶手段５、記録されている読み履歴をサーバ側装置１０１に送信する読み
履歴送信手段４、および、サーバ側装置１０１から通知された読み優先順の情報を受信し
て読み履歴記憶手段５の情報を更新する読み優先順受信手段８を、少なくとも備える。
【００２０】
　図１に示すサーバ側装置１０１は、端末側装置１００から送信される読み履歴ベクトル
情報を受信する読み履歴受信手段１１、複数の端末側装置１００から受信した読み履歴ベ
クトル情報を保存する読み履歴記憶手段１３、保存される読み履歴ベクトル情報に基づい
て地点名称などの読み方、および読み優先順を決定する読み優先順決定手段１４、決定さ
れた読み優先順を端末側装置１００に通知する読み優先順送信手段１２を、少なくとも備
える。さらに、サーバ側装置１０１が新規の地点名称を追加する機能を有する場合には、
サーバ側装置１０１は、新規読み受信手段１５を備える。
【００２１】
　図２は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００およびサーバ側装置１０１のハー
ドウェアを示すブロック図である。
【００２２】
　端末側装置１００は、ＣＰＵ２１、メモリ２２、入力装置２３、出力装置２４、および
ＮＷインターフェース２５を備える。また、サーバ側装置１０１は、ＣＰＵ２６、メモリ
２７、入力装置２８、出力装置２９、およびＮＷインターフェース３０を備える。
【００２３】
　前述の各手段は、各々メモリ２２またはメモリ２７に含まれるプログラムによって実行
され、必要に応じて、メモリ２２またはメモリ２７を参照および更新する手段である。
【００２４】
　音声出力手段９は、スピーカなどの出力装置２４によって実装され、音声入力手段７は
、マイクロフォンなどの入力装置２３によって実装される。プログラムは、ＣＰＵ２１ま
たはＣＰＵ２６によって実行される。また、端末側装置１００とサーバ側装置１０１との
間は、インターネット、ＬＡＮまたはＷＡＮなどのネットワーク２０によって接続される
。
【００２５】
　なお、複数個の端末側装置１００が、サーバ側装置１０１に接続されてよい。
【００２６】
　第１の実施形態においては、図１に示す端末側装置１００がカーナビゲーション装置に
備わる場合を例に、端末側装置１００およびサーバ側装置１０１に実行される処理を示す
。
【００２７】
　図３は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の処理を示す説明図である。
【００２８】
　図３に示す説明図は、端末側装置１００による音声を入力する処理と読み方の情報を更
新する処理とを示す。カーナビゲーション装置において一般的に実施される、音声の意味
を解析するなどの処理は、図３において省略される。端末側装置１００とカーナビゲーシ
ョン装置とは、物理的に別のハードウェアを用いてもよいし、または、ハードウェアを共
用し、プログラムによってわけられていてもよい。
【００２９】
　第１の実施形態の端末側装置１００は、音声入力処理２０１、音声合成処理２０２、ま
たは読み優先順更新処理２０３のいずれかを実行する。そして、各々の処理の後、次の処
理を待つという状態を繰り返す。
【００３０】
　音声入力処理２０１は、利用者が発声した音声を端末側装置１００に入力する処理であ
る。音声入力処理２０１は、読み履歴更新手段６、音声入力手段７によって実行される。
音声合成処理２０２は、入力された音声を合成する処理である。音声合成処理２０２は、
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テキスト入力手段１、読み決定手段２、音声合成手段３、および、音声出力手段９によっ
て実行される。読み優先順更新処理２０３は、読み履歴送信手段４、読み履歴記憶手段５
、および読み優先順受信手段８によって実行される。
【００３１】
　図４は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の音声入力処理２０１を示す説明
図である。
【００３２】
　端末側装置１００は、音声入力処理２０１において、音声入力処理３０１、音声認識処
理３０２、および読み履歴更新処理３０３を実行する。音声入力処理３０１および音声認
識処理３０２は、図１に示す音声入力手段７によって実行され、読み履歴更新処理３０３
は、図１に示す読み履歴更新手段６によって実行される。
【００３３】
　以下に示す音声入力処理２０１の処理は、例えば、利用者がカーナビゲーション装置に
目的地を設定するために、利用者が地点名称を意味する音声を発してカーナビゲーション
装置に地点名称を入力する場合の処理である。
【００３４】
　音声入力処理２０１が起動された場合、まず音声入力処理３０１が実行される。カーナ
ビゲーション装置の利用者、すなわち運転者が発した音声が、音声入力処理３０１によっ
て端末側装置１００に入力される。
【００３５】
　音声入力処理２０１は、利用者によって、または自動的に起動される。端末側装置１０
０は、音声入力処理３０１において、マイクロフォンなどの入力装置を介して利用者が発
した音声を、端末側装置１００に入力する。端末側装置１００は、入力された音声を示す
音声データを音声認識処理３０２へ送る。
【００３６】
　ここで、利用者が、音声入力処理３０１において「こくぶんじひたち」という音声を発
した場合を以下に示す。
【００３７】
　続いて、端末側装置１００は、音声認識処理３０２によって、利用者によって入力され
た音声データを認識する。音声認識処理３０２における音声データの認識は、既存の音声
認識アルゴリズムを利用してもよい（例えば、非特許文献１、２参照）。非特許文献１に
は、音声データを、テキストデータに変換する音声認識アルゴリズムが記載されている。
【００３８】
　この音声認識処理３０２の結果、利用者によって入力された音声データは、テキストデ
ータに変換される。利用者が「こくぶんじひたち」と発声した場合、入力された音声デー
タは、音声認識処理３０２によって、「こくぶんじひたち」というカナのテキストデータ
に変換される。
【００３９】
　一般的なカーナビゲーション装置は、このような音声認識の処理によって認識されたテ
キストデータに基づいて、メモリに備わる地点名称データベースを検索し、利用者が発声
した地点が具体的にどの地点を示すかを判定する。そして、カーナビゲーション装置は、
判定された地点を、目的地を設定する処理などに送る。
【００４０】
　ここで、音声認識処理３０２において認識されたテキストデータに基づいて、利用者が
発声した地点が具体的にどの地点をさすかを判定する処理の例を、後述する。
【００４１】
　図５は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００による経路誘導等において用いら
れる地点情報が含まれた地点名称データベース４００の説明図である。
【００４２】
　なお、地点名称データベース４００は、カーナビゲーション装置に備わるメモリに保存
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されてもよいし、端末側装置１００に備わるメモリに保存されてもよい。また、カーナビ
ゲーション装置および端末側装置１００が共有するメモリに保存されてもよい。地点名称
データベース４００は、必要に応じて、カーナビゲーション装置または端末側装置１００
から参照または更新される。
【００４３】
　図５に示す地点名称データベース４００には、カーナビゲーション装置において用いら
れる可能性のある地点のリストと、それらの地点を音声によって入力された場合に、入力
された音声データを照合する地点名称読みデータとが、複数含まれる。地点名称データベ
ース４００は、地点毎に一意に付された識別子である地点ＩＤ４０１、地点の一般的な名
称を示す地点名称４０２、および、地点名称の読み方を示す地点名称読み４０３を、少な
くとも含む。
【００４４】
　図５に示す地点名称データベース４００において、地点ＩＤ４０１が「１」を示す地点
名称４０２は、「日立国分寺店」であり、地点名称４０２が「日立国分寺店」を示す地点
名称読み４０３は、第１候補が「ひたちこくぶんじてん」、第２候補が「こくぶんじひた
ち」、第３候補が「ひたちこくぶんじ」である。
【００４５】
　図４に示す音声認識処理３０２の結果、入力された音声データが「こくぶんじひたち」
であると認識された場合、端末側装置１００は、図５に示す地点名称データベース４００
を検索し、地点ＩＤ４０１が「１」である地点名称読み４０３の第２候補と、入力された
音声データとが一致すると判定する。その結果、端末側装置１００は、入力された音声デ
ータが示す地点の地点名称４０２は、地点ＩＤ４０１が「３」である「日立国分寺店」で
あると判定する。
【００４６】
　音声認識処理３０２において判定された地点名称４０２は、一般的に、カーナビゲーシ
ョン装置における目的地を設定する処理などに送られる。本発明の第１の実施形態におけ
る音声認識処理３０２において判定された地点名称４０２は、読み履歴更新処理３０３に
送られる。
【００４７】
　音声認識処理３０２から送られた音声データの判定結果に基づいて、端末側装置１００
は、読み履歴更新処理３０３において、読み履歴データベース５００の更新処理を実行す
る。読み履歴データベース５００の更新処理を、図６および図７を用いて示す。
【００４８】
　図６は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００における読み履歴データベース５
００を示す説明図である。
【００４９】
　図６に示す読み履歴データベース５００は、図１に示す読み履歴記憶手段５によって保
存され、読み決定手段２によって参照されるデータベースである。読み履歴データベース
５００が保存されるメモリは、地点名称データベース４００と同じく、端末側装置１００
から参照できれば、カーナビゲーション装置または端末側装置１００のいずれの装置にあ
ってもよい。なお、読み履歴データベース５００は、図５に示す地点名称データベース４
００と同じデータによって構成されるため、後述するように地点名称データベース４００
を用いてもよい。
【００５０】
　読み履歴データベース５００は、地点名称を示す地点表記５０１、および地点名称の読
み方を示す地点読み順５０２を、少なくとも含む。地点表記５０１は、地点名称データベ
ース４００における地点名称４０２と同じである。地点読み順５０２は、利用者によって
最近使用された地点名称に基づいて、順位が付されており、最近使用された地点名称の読
み方には、第１候補が付される。
【００５１】
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　端末側装置１００は、読み履歴更新処理３０３において、音声認識処理３０２から送ら
れた音声データの判定結果を、読み履歴データベース５００において検索する。本実施形
態における端末側装置１００は、音声認識処理３０２の判定結果である地点名称の「日立
国分寺店」を、読み履歴データベース５００において検索し、地点表記５０１における「
日立国分寺店」と、地点読み順５０２において第２候補である「こくぶんじひたち」とを
、音声入力処理３０１において入力された音声データであると判定する。
【００５２】
　続いて、端末側装置１００は、読み履歴更新処理３０３において、読み履歴データベー
ス５００の地点読み順５０２において、判定された「こくぶんじひたち」を、最近使用さ
れた地点名称の読み方であるため、第２候補から第１候補に更新する。この読み履歴更新
処理３０３の結果を、図７に示す。
【００５３】
　図７は、本発明の第１実施形態の端末側装置１００における読み履歴データベース５０
０を示す説明図である。
【００５４】
　地点表記５０１が「日立国分寺店」である地点読み順５０２のうち「ひたちこくぶんじ
てん」は、図６に示す地点読み順５０２において第２候補であったが、読み履歴更新処理
３０３によって、図７に示す地点読み順５０２の下線６０１に示すように第１候補に更新
される。また、地点表記５０１が「日立国分寺店」である地点読み順５０２のうち「ひた
ちこくぶんじてん」は、図６に示す地点読み順５０２において第１候補であったが、読み
履歴更新処理３０３によって、図７に示す地点読み順５０２の下線６０２に示すように第
２候補に更新される。
【００５５】
　なお、本実施形態の端末側装置１００は、読み履歴更新処理３０３においても図５に示
す地点名称データベース４００を用い、複数の音声入力処理２０１が同時に並行して処理
される場合、読み履歴更新処理３０３における更新と音声認識処理３０２における検索と
が同時に処理されることによって、音声認識処理３０２の検索結果に影響を受けることは
ない。
【００５６】
　端末側装置１００は、読み履歴更新処理３０３の後、音声入力処理２０１を終了する。
【００５７】
　前述の音声入力処理２０１によって、端末側装置１００は、利用者から入力された音声
を地点名称として認識し、利用者が最近使用した地点名称の読みを、地点名称の読みの第
１候補とすることができる。
【００５８】
　次に、図３に示す音声合成処理２０２を、説明する。
【００５９】
　図８は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００における音声合成処理２０２を示
す説明図である。
【００６０】
　音声合成処理２０２は、カーナビゲーション装置において、例えば、目的地へ至る経路
に沿って利用者を誘導する音声を読み上げる場合などに、起動される。音声合成処理２０
２において、端末側装置１００は、テキスト入力処理７０１、読み決定処理７０２、およ
び音声合成処理７０３を実行する。テキスト入力処理７０１は、テキスト入力手段１によ
って実行され、読み決定処理７０２は、読み決定手段２によって実行され、音声合成処理
７０３は、音声合成手段３によって実行される。
【００６１】
　まず、端末側装置１００は、音声合成処理２０２によってカーナビゲーション装置が読
み上げようとする音声を示すテキストデータを、テキスト入力処理７０１において入力さ
れる。このテキストデータは、カーナビゲーション装置において行われる、目的地へ至る
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経路に沿って利用者を誘導する音声をカーナビゲーション装置が読み上げる処理から送ら
れたり、センターサーバから受信した配信情報およびメール情報などを音声としてカーナ
ビゲーション装置が読み上げる処理から送られたりする。
【００６２】
　続いて、テキスト入力処理７０１によって入力されたテキストデータ、すなわち、カー
ナビゲーション装置から読み上げられる音声を示すテキストデータは、読み決定処理７０
２へ送られる。読み決定処理７０２は、漢字かな混じり文として送られたテキストデータ
に、テキストデータに含まれる文字列の読みを付与する。
【００６３】
　テキストデータに含まれる文字列の読みを付与する処理は、広義には、従来の音声合成
技術における言語処理（読み付与処理）も含まれる。一方でこの読み決定処理７０２にお
いて、特定の地点名に対して振り仮名を付与するように、部分的な文字列に対して読みを
指定する処理とすることも可能である。
【００６４】
　従来の音声合成技術における読み付与処理は、形態素解析処理に基づいて構成される。
形態素解析処理については、例えば文献「自然言語処理」（長尾真編、岩波書店、１９９
６年発行）に詳細な記述がある。
【００６５】
　図９は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の音声合成処理において用いられ
る単語辞書８００を示す説明図である。
【００６６】
　この形態素解析処理は、一般に、図９に示す単語辞書８００を参照して解析処理が行わ
れる。音声合成のための形態素解析処理において用いられる単語辞書８００は、少なくと
も表記８０１（単語エントリーとして検索される）、品詞８０２、アクセントを含む読み
８０３が含まれる。
【００６７】
　例えば、読み決定処理７０２に、漢字かな混じりテキスト「日立国分寺店の先を右折で
す」が入力され、従来の読みを付与する処理を行う場合、端末側装置１００は、形態素解
析処理の単語辞書に含まれる読み情報を用いて、「ひたちこくぶんじてんのさきをうせつ
です」のように読みを決定する。
【００６８】
　本発明における端末側装置１００は、読み決定処理７０２において、図９に示す単語辞
書８００に加えて、図６または図７に示す読み履歴データベース５００を用いる。
【００６９】
　具体的には、端末側装置１００は、従来の形態素解析処理における形態素の辞書検索処
理において、図９に示す単語辞書８００よりも優先して読み履歴データベース５００を検
索し、読み履歴データベース５００に含まれる地点表記５０１を、単語エントリーとして
検索する。
【００７０】
　これによって、端末側装置１００は、読み履歴データベース５００における地点表記５
０１と地点読み順５０２とを優先して検索することができ、読みを付与する処理に反映す
ることができる。具体的には、端末側装置１００は、テキスト入力処理７０１において入
力されたテキストデータに含まれる地点表記の文字列「日立国分寺店」に、図６に示す読
み履歴データベース５００の状態においては「ひたちこくぶんじてん」という読みが、図
７に示す読み履歴データベース５００の状態においては「こくぶんじひたち」という読み
を、読み決定処理７０２において付与する。
【００７１】
　この結果、前述の例に示した「日立国分寺店の先を右折です」が入力された場合、端末
側装置１００は、図７に示す読み履歴データベース５００の状態において、入力されたテ
キストデータに「こくぶんじひたちのさきをうせつです」という読みを付与する。
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【００７２】
　前述の処理によって読みが付与されたテキストデータは、続いて、音声合成処理７０３
に送られ、音声に変換される。この音声合成処理７０３は、例えば、非特許文献１、２に
記載されている方法を用いればよい。そして、端末側装置１００は、音声に変換されたデ
ータを、図１に示す音声出力手段９によって読み上げてもよいし、カーナビゲーション装
置の処理に出力を戻してもよい。
【００７３】
　以上の処理によって、第１の実施形態における端末側装置１００を備えるカーナビゲー
ション装置は、あらかじめ端末側装置１００に登録されている地点名称を音声として読み
上げる場合、利用者が音声によって入力したことのある読みによって読み上げることがで
きる。すなわち、「日立国分寺店」という地点を、「こくぶんじひたち」と呼んでいる利
用者には、カーナビゲーション装置も「こくぶんじひたち」という音声を読み上げ、「ひ
たちこくぶんじ」と呼んでいる利用者には、カーナビゲーション装置も「ひたちこくぶん
じ」という音声を読み上げることができる。
【００７４】
　これによって、本発明を適用したカーナビゲーション装置は、利用者が慣れ親しんだ名
称の呼び方によって、音声ガイダンスをすることが可能となり、利用者にとって利便性が
向上する。
【００７５】
　次に、図３に示す読み優先順更新処理２０３を、図１０を用いて説明する。
【００７６】
　図１０は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の読み優先順更新処理２０３の
処理を示す説明図である。
【００７７】
　読み優先順更新処理２０３は、図１に示す読み履歴送信手段４と読み優先順受信手段８
とによって実行される。
【００７８】
　カーナビゲーション装置は、登録されている地点情報（地点名称を含む）が更新される
ことがある。具体的には、カーナビゲーション装置が備える経路誘導用の地図データは、
定期的に更新されることが多く、ＰＯＩ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ：地点）
または道路情報などが、追加、修正、または削除される。
【００７９】
　従来は、利用者がカーディーラー等の店舗に行って、ＣＤ－ＲＯＭ、またはＤＶＤ－Ｒ
ＯＭなどの地図情報記録メディアを交換することによって、カーナビゲーション装置が備
える地図データは、更新されていた。しかし、今後のカーナビゲーション装置は、カーナ
ビゲーション装置に接続された携帯電話、または無線ＬＡＮなどを用いて、ネットワーク
経由によって更新される場合が増えていくと推測される。
【００８０】
　カーナビゲーション装置は、本実施形態における読み優先順更新処理２０３を起動およ
び実行するように構成すれば、手動によって更新しても自動によって更新しても、いずれ
の更新の方法を採ってもよい。本実施形態においては、ネットワーク経由において地図デ
ータを自動的に更新される場合を後述する。
【００８１】
　カーナビゲーション装置において、地図データの更新処理が起動された場合、本発明の
端末側装置１００における読み優先順更新処理２０３が同時に実行される。
【００８２】
　読み優先順更新処理２０３は、図１０に示すように、読み履歴ベクトル作成処理９０１
、読み履歴送信処理９０２、読み優先順受信処理９０３、および、読み履歴更新処理９０
４の順に処理される。
【００８３】
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　読み優先順更新処理２０３が起動されると、まず、読み履歴ベクトル作成処理９０１が
実行される。
【００８４】
　読み履歴ベクトル作成処理９０１は、カーナビゲーション装置の利用者が地点をどのよ
うに呼んだか、すなわちその地点の名称がどのように音声として入力されたかを指定する
読み履歴ベクトル情報１０００を作成する処理である。
【００８５】
　図１１は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の読み履歴送信手段４から送信
される読み履歴ベクトル情報１０００の説明図である。
【００８６】
　読み履歴ベクトル情報１０００は、地点名称に関する様々な情報を含んでもよいが、最
も簡単には、例えば、図１１に示すように、利用者が端末側装置１００に音声入力し、読
み履歴更新処理３０３によって更新された読み履歴データベース５００内における地点表
記５０１と地点読み順５０２の第１候補との組みあわせを列挙したベクトル形式であって
もよい。図１１に示す地点表記１００１は、図６に示す地点表記５０１であり、図１１に
示す地点読み第１候補１００２は、図６に示す地点読み順５０２の第１候補である。
【００８７】
　また、前述のように、読み履歴データベース５００と地点データベース４００とを共用
する場合の、読み履歴ベクトル情報１０００を示す。
【００８８】
　図１２は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の読み履歴送信手段４から送信
される読み履歴ベクトル情報１０００の説明図である。
【００８９】
　図１２に示す読み履歴ベクトル情報１０００は、地点ＩＤ１１０１ごとの地点読み第１
候補１１０２を列挙したベクトル形式によって示される。図１２に示す地点読み第１候補
１１０２のうち「－」を示す行は、利用者による音声の入力がまだなされていない、すな
わち、読み履歴更新処理３０３が行われていない地点を示す。
【００９０】
　読み履歴ベクトル作成処理９０１によって作成された読み履歴ベクトル情報１０００は
、読み履歴送信処理９０２によって、サーバ側装置１０１へ送信される。
【００９１】
　読み履歴ベクトル作成処理９０１と、読み履歴送信処理９０２とは、読み履歴送信手段
４によって実行される。
【００９２】
　読み履歴ベクトル情報１０００は、端末側装置１００からサーバ側装置１０１へ、前述
に示したカーナビゲーション装置の地図データの更新と同じく、携帯電話または無線ＬＡ
Ｎのようなネットワークを経由して自動的に送信されてもよい。また、例えば、ＵＳＢメ
モリまたはＳＤメモリカードのようなデータ記録メディアを用いた手作業によって、カー
ディーラー店舗に設置された地図データを更新するサーバ装置に入力され、カーディーラ
ー店舗に設置されたサーバ装置からサーバ側装置１０１に送られてもよい。
【００９３】
　読み履歴ベクトル送信処理９０２が終了すると、続いて読み優先順受信処理９０３が実
行される。読み優先順受信処理９０３において、端末側装置１００は、サーバ側装置１０
１から読み優先順データ１２００が送信されるまで待機する。
【００９４】
　図１３は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の読み優先順受信手段８によっ
て受信される読み優先順データ１２００を示す説明図である。
【００９５】
　図１３に示す読み優先順データ１２００は、図１２に示す読み履歴ベクトル情報１００
０と同じく地点ＩＤ１２０１ごとに読み優先順データ１２００が示される形式であるが、
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前述のように図１１に示す読み履歴ベクトル情報１０００と同じベクトル形式であっても
よい。
【００９６】
　サーバ側装置１０１から送信される読み優先順データ１２００は、端末側装置１００に
おいて新たに追加すべき地点を示す地点ＩＤ１２０１と、その読みを示す地点読み第１候
補１２０２とを含む。
【００９７】
　図１２に示す読み履歴ベクトル情報１０００において、地点ＩＤ１１０１が「２」であ
るエントリーは、地点読み第１候補１１０２に「－」と記載されていた。これに対し、図
１３に示す読み優先順データ１２００において、地点ＩＤ１２０１が「２」であるエント
リーは、地点ＩＤ１２０１の地点読み第１候補１２０２に、「ひたちほんしゃ」という読
みが指定される。すなわち、サーバ側装置１０１は、読みが記載されていなかった地点Ｉ
Ｄに読みを指定して、読みを指定した地点ＩＤを端末側装置１００に送る。
【００９８】
　このように、図１３に示す読み優先順データ１２００は、読みを追加すべき地点と読み
の組みあわせを、サーバ側装置１０１によって０個以上指定された情報を含む。なお、サ
ーバ側装置１０１によって読みを指定された地点ＩＤ１２０１には、端末側装置１００に
おいて新たに追加すべき旨を示すフラグを付加してもよい。
【００９９】
　端末側装置１００は、サーバ側装置１０１から図１３に示す読み優先順データ１２００
を受信すると、続いて読み履歴更新処理９０４を実行する。
【０１００】
　読み履歴更新処理９０４は、サーバ側装置１０１から受信した読み優先順データ１２０
０に基づいて、読み履歴データベース５００を更新する。すなわち、読み履歴データベー
ス５００に保存される各地点の地点読み順５０２に、受信した読み優先順データ１２００
に指定された読みを第１候補として設定する。
【０１０１】
　例えば、図１３に示す読み優先順データ１２００を受信した場合、地点ＩＤ１２０１が
「２」である地点と、その地点読み第１候補１２０２が示す読みとは、新たに読み履歴デ
ータベース５００に追加すべき地点とその読みとを示す。
【０１０２】
　端末側装置１００は、読み優先順受信処理９０３において受信した読み優先順データ１
２００から、追加すべき地点と読みとの組み合わせをすべて抽出する。そして、抽出され
た組み合わせを、対応する読み履歴データベース５００の地点表記５０１と地点読み順５
０２とに、第１候補として追加する。
【０１０３】
　この結果、図７に示す読み履歴データベース５００、または図５に示す地点データベー
ス４００は、それぞれ図１４、および図１５に示す内容に更新される。
【０１０４】
　図１４は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００における読み履歴データベース
５００を示す説明図である。
【０１０５】
　端末側装置１００は、地点表記５０１が「日立本店」を示すエントリーの地点読み順５
０２に、「ひたちほんしゃ」という読みを下線１３０１に示すように第１候補として追加
する。
【０１０６】
　端末側装置１００は、読み優先順データ１２００から抽出した組み合わせのうち、地点
ＩＤ１２０１について、地点データベース４００において検索してから、地点表記５０１
を検索してもよい。
【０１０７】
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　図１５は、本発明の第１の実施形態の端末側装置１００の経路誘導等において用いられ
る地点情報が含まれた地点データベース４００を示す説明図である。
【０１０８】
　端末側装置１００は、地点表記４０１が「２」を示すエントリーの地点名称読み４０３
に、「ひたちほんしゃ」という読みを下線１４０１に示すように第１候補として追加する
。
【０１０９】
　読み履歴データベース５００、または地点データベース４００の更新が終了すると、読
み優先順更新処理２０３が終了する。
【０１１０】
　前述の通り、読み優先順更新処理２０３によって、カーナビゲーション装置の利用者が
これまで音声によって入力したことのない地点「日立本店」に、優先すべき読み「ひたち
ほんしゃ」が指定される。そして、読み優先順更新処理２０３が行われた後、カーナビゲ
ーション装置は、利用者に経路を誘導するために読み上げる音声に、例えば「日立本店の
先を右折です」というテキストが指定された場合、前述の音声合成処理２０２における読
み決定処理３０２によって、「ひたちほんしゃのさきをうせつです」という読みを読み上
げる。
【０１１１】
　次に、端末側装置１００と連携するサーバ側装置１０１の処理について示す。
【０１１２】
　サーバ側装置１０１の構成は、図１に示される。以下、この図１に従って、サーバ側装
置１０１における処理を示す。
【０１１３】
　図１６は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置１０１の処理を示す説明図である。
【０１１４】
　まず、図１１または図１２に示す読み履歴ベクトル情報１０００は、端末側装置１００
の読み履歴送信手段４によって、サーバ側装置１０１に送信される。読み履歴ベクトル情
報１０００は、サーバ側装置１０１において、読み履歴送信手段４に対応する受信手段で
ある読み履歴受信手段１１によって受信され、続いて、読み履歴記憶手段１３へ送られる
（読み履歴受信処理１８０１）。
【０１１５】
　なお、サーバ側装置１０１は、複数の端末側装置１００から送信される複数の読み履歴
ベクトル情報１０００を受信できる。その場合、サーバ側装置１０１は、一つの端末側装
置１００から読み履歴ベクトル情報１０００を受信してから、その端末側装置１００に読
み優先順データ１２００を送信するまでの間、他の端末側装置１００からの読み履歴ベク
トル情報１０００の送信要求を承認せず、他の端末側装置１００を待機させておいてもよ
い。また、複数の端末側装置１００からの送信要求を、並列に処理してもよい。後者の場
合、サーバ側装置１０１は、後述する読み履歴記憶手段１３および読み優先順決定手段１
４を排他的に処理する。
【０１１６】
　以下に示す本実施形態のサーバ側装置１０１は、一つの端末側装置１００から送信され
た読み履歴ベクトル情報１０００について処理する。
【０１１７】
　読み履歴ベクトル情報１０００は、端末側装置１００から送信され、読み履歴受信手段
１１によって受信されると、読み履歴記憶手段１３に送られて読み履歴ベクトルデータベ
ース１５００に保存される（読み履歴登録処理１８０２）。
【０１１８】
　図１７は、本発明の第１の実施形態の読み履歴記憶手段１３によって保存される読み履
歴ベクトルデータベース１５００を示す説明図である。
【０１１９】
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　読み履歴ベクトルデータベース１５００は、各端末側装置１００から送信される読み履
歴ベクトル情報１０００を、端末側装置１００を一意に識別する端末ＩＤ１５０１ととも
に保存する。例えば、端末ＩＤ１５０１が「１」（以降、端末ＩＤ１と記載する）である
端末側装置１００から図１１または図１２に示す読み履歴ベクトル情報１０００が送られ
た場合、サーバ側装置１０１の読み履歴ベクトルデータベース１５００には、図１７に示
すように端末ＩＤ１のエントリーに、受信された読み履歴ベクトル情報１０００が保存さ
れる。以降、各端末ＩＤ１５０１に対応するエントリーを、読み履歴ベクトルと記載する
。
【０１２０】
　具体的には、端末側装置１００から送信された読み履歴ベクトル情報１０００の地点Ｉ
Ｄ１１０１が「１」を示す地点読み第１候補１１０２の値は、読み履歴ベクトルデータベ
ース１５００において、一意に決定される端末ＩＤ１５０１の地点ＩＤ１として保存され
る。また、読み履歴ベクトル情報１０００の地点ＩＤ１１０１が「２」を示す地点読み第
１候補１１０２の値は、読み履歴ベクトルデータベース１５００における地点ＩＤ２に保
存される。
【０１２１】
　他の端末ＩＤ１５０１が示す端末側装置１００から読み履歴ベクトル情報１０００が送
信された場合も同じく、サーバ側装置１０１は、対応する端末ＩＤ１５０１の読み履歴ベ
クトルへ送られた読み履歴ベクトル情報１０００を保存する。
【０１２２】
　読み履歴登録処理１８０２は、読み履歴記憶手段１３によって保存される読み履歴ベク
トルデータベース１５００の読み履歴ベクトルを作成し、作成された読み履歴ベクトルを
読み履歴ベクトルデータベース１５００に登録する処理である。
【０１２３】
　図１８は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置の読み履歴登録処理１８０２を示す
説明図である。
【０１２４】
　読み履歴登録処理１８０２は、受信した読み履歴ベクトル情報１０００に対応する端末
ＩＤ１５０１を取得し（端末ＩＤ取得処理１９０１）、取得した端末ＩＤ１５０１を付与
された読み履歴ベクトルデータベース１５００の読み履歴ベクトルを作成し（登録データ
作成処理１９０２）、読み履歴ベクトルデータベース１５００に登録する（排他的ＤＢ登
録処理１９０３）。
【０１２５】
　読み履歴登録処理１８０２に続いて、後述する読み優先順決定処理１８０３が実行され
る。
【０１２６】
　読み優先順決定処理１８０３は、読み履歴ベクトル情報１０００を送信した端末側装置
１００に、その端末側装置１００の利用者がまだ音声によって入力していない地点、すな
わち受信した読み履歴ベクトル情報１０００内に読みが指定されていない地点の、読みを
決定する。なお、読み優先順決定処理１８０３は、読み優先順決定手段１４によって実行
される。
【０１２７】
　図１９は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置１０１の読み優先順決定処理１８０
３を示すフローチャートである。
【０１２８】
　ここで、読み履歴登録処理１８０２において、端末側装置１００から送信された読み履
歴ベクトル情報１０００は、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルに保存されたとする。
【０１２９】
　サーバ側装置１０１は、読み優先順決定処理１８０３において、まず、読み履歴ベクト
ルデータベース１５００から、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルと比較する他の読み履歴ベ



(16) JP 5246512 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

クトルを取得する（Ｓ２００１）。
【０１３０】
　そして、サーバ側装置１０１は、取得された読み履歴ベクトルと端末ＩＤ１の読み履歴
ベクトルとの距離、すなわち類似性を、後述する手段によって算出する（Ｓ２００２）。
【０１３１】
　サーバ側装置１０１は、読み履歴ベクトルデータベース１５００に含まれる全読み履歴
ベクトルと、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルとの比較が、すべて終了したか否かを判定す
る（Ｓ２００３）。
【０１３２】
　終了していない場合、サーバ側装置１０１は、Ｓ２００１に戻り、まだ端末ＩＤ１の読
み履歴ベクトルと比較していない読み履歴ベクトルを取得する。
【０１３３】
　終了した場合は、サーバ側装置１０１は、Ｓ２００２において算出された距離の中から
、最小の距離となる読み履歴ベクトルを取得する（Ｓ２００４）。
【０１３４】
　サーバ側装置１０１は、最小の距離となる読み履歴ベクトルと、端末ＩＤ１の読み履歴
ベクトルとを比較し、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルにおいて指定されていない地点ＩＤ
に、最小の距離となる読み履歴ベクトルにおける同じ地点ＩＤを持つ値をコピーする（Ｓ
２００５）。
【０１３５】
　最後に、サーバ側装置１０１は、Ｓ２００５によって地点ＩＤの値をコピーされた読み
履歴ベクトルによって、読み履歴ベクトルデータベース１５００を更新する（Ｓ２００６
）。
【０１３６】
　Ｓ２００３の詳細を、後述する。
【０１３７】
　ここで、読み優先順決定手段１４（すなわち、読み優先順決定処理１８０３）によって
決定される読みは、利便性の向上のため、その端末側装置１００の利用者が今後、その地
点を音声によって入力する場合に使用する可能性の高い読みである必要がある。
【０１３８】
　利用者によって使用される可能性の高い読みを決定するためのＳ２００３の方法には、
例えば、後述する方法がある。
【０１３９】
　まず、サーバ側装置１０１は、読み履歴記憶手段１３によって読み履歴ベクトルデータ
ベース１５００に保存される読み履歴ベクトルのうち、読み履歴ベクトル情報１０００を
送信した端末側装置１００、すなわち本実施形態においては、端末ＩＤ１の読み履歴ベク
トルに最も近い読み履歴ベクトルを検索する。
【０１４０】
　なお、最も近い読み履歴ベクトル、すなわち最も類似している読み履歴ベクトルを検索
するために、地点ＩＤ１およびその他の地点ＩＤの値の各々を要素ととらえ、一つの読み
履歴ベクトルが複数の要素によってベクトルを構成しているとみなし、そのベクトルの距
離を算出することによって、最も類似する読み履歴ベクトルを検索する。
【０１４１】
　ここで、ベクトルの距離には、例えば、読みの一致または不一致する地点ＩＤの個数に
よって算出するハミング距離、すなわち読みが一致しなかった地点ＩＤの個数を用いるこ
とができる。このとき、読みが指定されていない地点ＩＤ（図１７に示す「－」という記
号が記載されている要素）は、読みが一致したものとして算出する。
【０１４２】
　具体的には、図１７に示す地点ＩＤ１、地点ＩＤ２、地点ＩＤ１０００以外の要素には
、「－」が記載されている場合、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルと、端末ＩＤ１５０１が
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「２」（以降、端末ＩＤ２と記載する）を示す読み履歴ベクトルとのベクトルの距離は、
地点ＩＤ１において、双方の値が一致しないため、１と算出される。また、端末ＩＤ１の
読み履歴ベクトルと、端末ＩＤ１５０１が「１００」（以降、端末ＩＤ１００と記載する
）を示す読み履歴ベクトルとのベクトルの距離は、地点ＩＤ１において、双方の値が一致
し、他のすべての値も一致しているとみなせるため、０と算出される。
【０１４３】
　なお、ベクトルの距離は、ハミング距離そのものではなく、距離を算出する二つの読み
履歴ベクトルが各々示すベクトルにおいて算出されたハミング距離を、「－」が記載され
ていない地点ＩＤの個数によって割った値を距離としてもよい。
【０１４４】
　また、ベクトルの距離は、あらかじめ地点ＩＤごとに重みを設定しておいて、読みが一
致しない地点の重みを合計した値を距離としてもよい。
【０１４５】
　このベクトルの距離を計算する処理の結果、最も距離の値が低い読み履歴ベクトルの組
み合わせが、最も近い読み履歴ベクトルであると判定される。前述の具体例において、端
末ＩＤ１の読み履歴ベクトルに最も近い読み履歴ベクトルを持つ端末側装置１００は、ベ
クトルの距離が０と算出された、端末ＩＤ１００を示す端末側装置１００であると判定さ
れる。
【０１４６】
　続いて、サーバ側装置１０１は、端末ＩＤ１を示す読み履歴ベクトルから最もベクトル
の距離が近いと判定された読み履歴ベクトルの中から、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルに
読みが指定されていない地点ＩＤを検索し、その地点ＩＤの読みを抽出する。前述の具体
例において、サーバ側端末１０１は、最も近いと判定された端末ＩＤ１００の読み履歴ベ
クトルから、端末ＩＤ１の読み履歴ベクトルには読みが指定されていない読み、すなわち
、地点ＩＤ２における読み「ひたちほんしゃ」を抽出する。
【０１４７】
　前述の具体例においては一つの地点とその読みとが抽出されたが、当然ながら、複数の
地点とその読みとの組み合わせが抽出されてもよい。
【０１４８】
　前述に示す読み優先順決定処理１８０３によれば、端末ＩＤ１から受信した読み履歴ベ
クトルにおいて指定されていない読みを、最も距離の近い読み履歴ベクトルから抽出し、
読みを指定することができる。
【０１４９】
　しかし、図１９に示す処理のように最も距離の近い読み履歴ベクトルを取得するのでは
なく、任意の距離に存在する複数の読み履歴ベクトルから、指定されていない読みを抽出
してもよい。これによって、受信した読み履歴ベクトルにおいても読みが指定されていな
く、また、最も距離の近い読み履歴ベクトルにおいても読みが指定されていない場合に、
２番目以降に距離が近い読み履歴ベクトルに指定されている読みから抽出することによっ
て、り指定されていない読みをより減らすことが可能となる。
【０１５０】
　任意の距離に存在する複数の読み履歴ベクトルから読みを抽出する場合、サーバ側装置
１０１は、図１９に示すＳ２００４において、あらかじめ定められた任意の距離に存在す
る読み履歴ベクトルを取得する。そして、Ｓ２００５において、最も距離の近い読み履歴
ベクトルから、受信した読み履歴ベクトルにおいて読みを指定されていなかった地点ＩＤ
を検索し、最も距離の近い読み履歴ベクトルの地点ＩＤに読みが指定されていない場合は
、２番目に距離の近い読み履歴ベクトルを検索する。このように、読みが指定されている
読み履歴ベクトルを検索し、指定されている読みの中でも距離が近い読みを抽出する。
【０１５１】
　以上の読み優先順決定処理１８０３は、複数の地点の読み方が同じ利用者間において、
どちらか一方の利用者がいまだ音声によって入力していなかった地点を初めて呼ぶ場合、
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もう一方の利用者が用いる読み方と同じ読み方によって、呼ぶ傾向が高いという特徴を利
用している。すなわち、「日立国分寺店」を「こくぶんじひたち」と呼ぶ端末ＩＤ１に対
応する端末側装置１００の利用者は、「日立国分寺店」を「こくぶんじひたち」と呼ぶ端
末ＩＤ１００に対応する端末側装置１００の利用者と同じじように「日立本店」という地
名を、「ひたちほんしゃ」と呼ぶ可能性が高い。
【０１５２】
　図１２に示す読み履歴ベクトル情報１０００は、前述の通り読み優先順決定処理１８０
３によって更新され、図１３に示す読み優先順データ１２００のように変更される。図１
３に示される読み優先順データ１２００は、読み優先順決定手段１４から読み優先順送信
手段１２へ送られ、その後、携帯電話、または無線ＬＡＮなどのネットワークを介して端
末側装置１００へ送信される（読み優先順送信処理１８０４）。
【０１５３】
　以上によって、サーバ側装置１０１における、読み履歴ベクトルへの処理を終了する。
【０１５４】
　サーバ側装置１０１は、新たな地点情報が追加される場合、サーバ側装置１０１に備わ
る新規読み受信手段１５が実行され、新たな地点ＩＤが追加される。
【０１５５】
　新たな地点情報を追加する処理は、まず、図１７に示す読み履歴ベクトルデータベース
１５００において、新たな地点ＩＤの列を追加し、新たな地点ＩＤの列の値に未設定を示
す「－」を記載する。前述のサーバ側装置１０１の処理は、地点の読み履歴ベクトルデー
タベース１５００の変更のみであるため、新たに追加された地点の名称およびそれらの地
点に対応する複数の読み候補を、端末側装置１００に送信することができない。新たな地
点情報を、端末側装置１００に追加する処理は、例えばカーナビゲーション装置に備わる
地図データ更新技術などを用いて、別途、カーナビゲーション装置から端末側装置１００
に送信されてもよい。
【０１５６】
　しかし、新たな地点情報を追加する処理によって、読み履歴ベクトルデータベース１５
００の読みの値に「－」を記載するだけでは、端末側装置１００に優先すべき読みを送信
できない。これは新たに追加された地点への読みは、すべての端末側装置１０１の利用者
が入力していないため、前述の読み履歴ベクトルの距離、すなわち類似性に基づく読み優
先順決定処理１８０３によって読みを決定できないためである。
【０１５７】
　後述の読み決定方法は、読み履歴ベクトルデータベース１５００において、地点ＩＤが
示す地点名称の文字列を形態素解析し、解析結果の距離が近い地点ＩＤに指定されている
読みをもとにして、追加された地点の読みを決定する方法である。
【０１５８】
　なお、後述の読み決定方法は、前述の読み履歴ベクトルの距離、すなわち類似性に基づ
く読み決定手法の代わりに読み優先順決定処理１８０３において用いられてもよい。
【０１５９】
　以下、具体例を挙げて説明する。以下の説明において、サーバ側装置１０１は、端末Ｉ
Ｄ１に対応する端末側装置１００の利用者に、読み優先順決定処理１８０３をする。
【０１６０】
　図２０は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置１０１の形態素解析処理に基づく読
み優先順決定処理１８０３を示すフローチャートである。
【０１６１】
　まず、読み履歴ベクトルデータベース１５００に、新たに「日立新宿店」という地点名
称の文字列が追加されたとする。サーバ側装置１０１は、新規読み受信手段１５によって
、新たな地点名称である「日立新宿店」を受信し、受信した新たな地点名称に一意な地点
ＩＤを割り当て、読み履歴ベクトルデータベース１５００の列を作成する。
【０１６２】
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　サーバ側装置１０１は、この文字列に形態素解析処理を行う（Ｓ２１０１）。ここで用
いる形態素解析処理は、端末側装置１００による読み決定処理７０２において用いられる
処理と同じである。
【０１６３】
　この形態素解析処理の結果、サーバ側装置１０１は、「日立新宿店」から図２１に示す
解析結果１６００を得る。
【０１６４】
　図２１は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置１０１の読み優先順決定手段１４に
よる地点名称の解析結果１６００を示す説明図である。
【０１６５】
　図２１に示す解析結果１６００は、図９に示す単語辞書８００と同じ列を含む。解析結
果１６００は、表記１６０１、品詞１６０２、および読み１６０３を含む。本実施形態の
サーバ側装置１０１は、図２１に示すように、地点「日立新宿店」の文字列を、「日立」
、「新宿」、および「店」の形態素に分割する。
【０１６６】
　また、サーバ側装置１０１は、解析結果１６００のうち、品詞１６０２の列のみを抽出
し、追加された地点の品詞情報ベクトルを取得する。
【０１６７】
　次に、サーバ側装置１０１は、読み履歴ベクトルデータベース１５００の端末ＩＤ１の
読み履歴ベクトルにおいて、地点ＩＤの読みを取得する（Ｓ２１０２）。そして、取得し
た地点ＩＤに既に指定されている読みが有るか無しかを判定する（Ｓ２１０３）。指定さ
れている読みがない場合、サーバ側装置１０１は、Ｓ２１０２に戻り、次の地点ＩＤを取
得する。
【０１６８】
　指定されている読みが有る場合、サーバ側装置１０１は、取得された地点ＩＤに対応す
る地点名称の表記文字列を、Ｓ２１０１の処理と同じく形態素解析する（Ｓ２１０４）。
なお、形態素解析処理は、地点情報が追加された際に一度だけ実行し、その解析結果を保
存しておいてもよい。
【０１６９】
　例えば、サーバ側装置１０１は、地点ＩＤ１に対応する地点「日立国分寺店」の文字列
から、形態素解析によって、図２２に示す解析結果１７００を取得する。
【０１７０】
　図２２は、本発明の第１の実施形態のサーバ側装置１０１の読み優先順決定手段１４に
よる地点名称の解析結果１７００を示す説明図である。
【０１７１】
　読み優先順決定手段１４による解析結果１７００は、図２１と同じく図９に示す単語辞
書８００と同じ列を含む。本実施形態のサーバ側装置は、図２２に示すように、地点「日
立国分寺店」の文字列を、「日立」、「国分寺」、および「店」に分割する。
【０１７２】
　そして、解析結果１７００のうち品詞１６０２の列のみを抽出し、既に読みが指定され
ている地点ＩＤの品詞情報ベクトルを取得する。そして、サーバ側装置１０１は、Ｓ２１
０２において取得された追加された地点の品詞情報ベクトルと、既に読みが指定されてい
る地点の品詞情報ベクトルとの距離を算出する（Ｓ２１０５）。この距離計算には、前述
した一致および不一致によるハミング距離などを用いてもよい。また、距離計算の手段に
は、品詞情報ベクトルだけではなく、表記１６０１または読み１６０３を各々情報ベクト
ルとし、各々の情報ベクトル間の距離を算出し、算出した距離に重みをつけて加算するな
どをしてもよい。
【０１７３】
　次に、サーバ側装置１０１は、既に読みが指定されているすべての地点ＩＤについて、
追加された地点の品詞情報ベクトルからの距離を算出したか否かを判定する（Ｓ２１０６



(20) JP 5246512 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

）。すべての地点ＩＤについて距離を算出していない場合、サーバ側装置１０１は、Ｓ２
１０２に戻る。すべての地点ＩＤについて距離を算出した場合、サーバ側装置１０１は、
追加された地点から最も距離が小さい地点を取得する（Ｓ２１０７）。
【０１７４】
　ここで、品詞情報ベクトルによって、最も距離が小さい（近い）地点を検索した結果、
端末ＩＤ１において、地点「日立新宿店」から最も距離が近い地点として、地点「日立国
分寺店」が取得されたとする。
【０１７５】
　次に、サーバ側装置１０１は、読み履歴ベクトルデータベース１５００を参照し、Ｓ２
１０７において取得された最も距離が近い地点における、形態素解析結果の読み情報の順
序と、その地点ＩＤに設定された読み情報とを比較する。
【０１７６】
　例えば、読み履歴ベクトルデータベース１５００の端末ＩＤ１において、地点「日立国
分寺店」は、「こくぶんじひたち」という読みを優先すべきものとして指定されていると
する。そして、図２２に示す解析結果１７００の読み１６０３を用いて、「こくぶんじひ
たち」という読みを構成できるか否かを判定する。この判定処理には、入力文字列「こく
ぶんじひたち」に、図２２に示す読み１６０３を用いて、最長一致法アルゴリズムによっ
て全体が一致する文字列を構成できるか否かを判定してもよい。なお、この判定によって
、読みを構成できないと判定された場合、サーバ側装置１０１は、Ｓ２１０７に戻り、次
に距離が近い地点を取得してもよい。
【０１７７】
　その結果、サーバ側装置１０１は、図２２に示す２行目の形態素の読み１６０３の「こ
くぶんじ」と、１行目の形態素の読み１６０３「ひたち」とを結合することによって「こ
くぶんじひたち」という読みが構成できると判定する。
【０１７８】
　そして、サーバ側装置１０１は、この２行目の形態素の品詞１６０２「地名」と、１行
目の形態素の品詞１６０２「固有名詞」の順番を、追加された地点名称の解析結果１６０
０に適用し、「しんじゅくひたち」という読みを生成する（Ｓ２１０８）。
【０１７９】
　前述の処理の結果から、端末ＩＤ１の利用者は、追加された地点「日立新宿店」を、「
しんじゅくひたち」という呼び方によって呼ぶ可能性が高いことが推測される。この読み
「しんじゅくひたち」は、図１７に示す読み履歴ベクトルデータベース１５００に、追加
された地点「日立新宿店」に対応する地点ＩＤに保存され、前述の処理に従って端末側装
置１００へ図１３に示す読み優先順データ１２００の形式によって送信される。
【０１８０】
　この結果、端末側装置１００は、新たに追加された地点「日立新宿店」に「しんじゅく
ひたち」という読みを第１候補として設定される。そして、端末側装置１００が備わるカ
ーナビゲーション装置における音声ガイダンスは、これ以降、文字列「日立新宿店」に「
しんじゅくひたち」という音声を読み上げる。
【０１８１】
　なお、図２０に示す処理は、前述の新規に追加される地名にも、またはどの端末ＩＤ１
５０１においても読みが指定されていない未知地名にも、適用することができる読み優先
順決定処理１８０３である。図１９および図２０に示す処理は、読み履歴ベクトルデータ
ベース１５００の読み履歴ベクトル間の距離を算出する処理であり、同様の流れによって
行われる。ただし、図２０においては、サーバ側装置１０１から読み優先順データを送信
する対象となる端末側装置１００を示す端末ＩＤ１５０１の読み履歴ベクトルのみを用い
る。
【０１８２】
　また、前述において読み履歴ベクトル間の距離を取得するために、品詞情報ベクトルを
用いたが、品詞情報のほかにも様々な言語情報またはＰＯＩに関する補足情報（飲食店、
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施設名などのカテゴリ情報など）を解析結果に含めてもよい。また、Ｓ２１０５における
距離を算出するためのアルゴリズムには、前述の品詞情報ベクトル間におけるハミング距
離のほかにも、品詞またはＰＯＩカテゴリの近さを考慮した重み付き距離などの様々な方
法を用いてもよい。
【０１８３】
　この図２０に示す処理は、対象となった読み履歴ベクトルのすべての未知地名に読み情
報が指定されるまで繰り返されてもよい。
【０１８４】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、端末側装置１００およびサーバ側装置１０１という区別を設けず
に、同じ装置によって本発明の処理を行う。第２の実施形態は、例えば、外部との通信機
能を持たないカーナビゲーション装置においても適用できるし、また、通信機能を有して
いても、利用者の読み履歴情報をサーバ側装置１０１に送信することができない場合（セ
キュリティ等）にも適用できる。
【０１８５】
　図２３は、本発明の第２の実施形態の端末側装置２２００の構成を示すブロック図であ
る。
【０１８６】
　第２の実施形態において、サーバ側装置１０１は使用されない。このため、端末側装置
２２００は、第１の実施形態における端末側装置１００が備える手段と同様な手段を備え
るが、読み履歴ベクトル送信手段４および読み優先順受信手段８を備えない。また、読み
優先順受信手段８の代わりに、第１の実施形態においてサーバ側装置１０１に備えられた
読み優先順決定手段１４と同じ機能を持つ読み優先順決定手段２２０８を備える。第１の
実施形態における端末側装置１００に備わる手段と異なる手段は、この読み優先順決定手
段２２０８のみであるため、この手段についてのみ後述し、その他の手段については省略
する。
【０１８７】
　この第２の実施形態において、端末側装置２２００は、第１の実施形態のように他の端
末側装置１００の読み履歴ベクトル情報１０００、または読み優先順データ１２００を用
いて、未知、すなわち新規の地名に読み優先順を決定できない。そのため、読み優先順決
定手段２２０８では、第１の実施形態における読み優先順決定処理１８０３の中でも、形
態素および品詞情報に基づく読み決定処理、すなわち、図２０に示す形態素ベクトル間距
離に基づく読み優先順決定処理を行うことによって、未知、すなわち新規の地名に読み優
先順を決定する。これによって、端末側装置２２００のみによって処理する構成が可能と
なる。
【０１８８】
　すなわち、第２の実施の形態によれば、端末側装置は、複数の単語を音声にて出力し、
前記単語と、当該単語に対応する読みとの組み合わせを保持し、前記保持された単語を形
態素解析によって、品詞毎の単位文字列に分割し、前記分割された単位文字列が同じ品詞
である場合、前記単位文字列の読みが類似する単語を取得し、前記取得された単語の読み
に基づいて、前記単位文字列を並べる順番を特定し、前記特定された単位文字列の順番に
よって、当該取得された単語と単位文字列の品詞の配列が類似する単語の単位文字列を並
べ、前記並べられた単位文字列に基づいて、当該単語の読みを生成し、前記生成された読
みによって、前記組み合わせに含まれる単語の読みを更新し、前記更新された組み合わせ
を用いて、前記単語を音声にて出力するためのデータを作成することを特徴とする。
【０１８９】
　（第３の実施形態）
　また、第１および第２の実施形態の中間段階として、第３の実施形態の端末側装置１０
０は、サーバ側装置１０１に利用者の読み履歴ベクトル情報１０００全体を送らずに、読
み優先順を決定したい地点ＩＤのみを送信し、サーバ側装置１０１によって処理された結
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み履歴ベクトル間の距離計算ができないため、サーバ側装置１０１における読み優先順決
定処理１８０３において、形態素および品詞情報の近さに基づく図２０の処理を行う。
【０１９０】
　例えば、端末側装置１００は、通信手段を持つがサーバ側装置１０１に大量のデータを
送ることができない場合、または端末側装置１００ではＣＰＵの処理性能などの制限によ
って、第２の実施形態を適用できない場合などに、第３の実施形態は適用可能である。
【０１９１】
　本発明の第１ないし第３の実施形態によれば、例えばカーナビゲーション装置に備わる
端末側装置１００は、音声入力された地点名の読み情報を記録しておく読み履歴記憶手段
５と、その情報を音声入力ごとに更新する読み履歴更新手段６と、記憶されている読み履
歴ベクトル情報１０００をサーバ側装置１０１に送信する読み履歴送信手段４と、サーバ
側装置１０１から送信される読み優先順情報を受信する読み優先順受信手段８と、読み履
歴記憶手段５に格納されている読み履歴ベクトル情報１０００を利用して漢字かなテキス
トへの読みを付与する読み決定手段２とを備えることによって、利用者が音声によって入
力した地点名の呼び方を用いて、以降の音声ガイダンスを行うことができる。また、端末
側装置１００は、利用者がまだ入力していない地点名称にも、サーバ側装置１０１から送
信された読みを用いることによって、利用者がその地点名称を呼ぶ可能性の高い読みによ
って地点名を読み上げることができる。
【０１９２】
　すなわち、第３の実施の形態によれば、端末側装置は、前記組み合わせのうち、一部の
単語と、当該単語に対応する読みとの組み合わせを前記サーバに送信し、前記サーバ側装
置は、前記送信された一部の組み合わせを使用する。
【符号の説明】
【０１９３】
　１００　　端末側装置
　１０１　　サーバ側装置
　１　　テキスト入力手段
　２　　読み決定手段
　３　　音声合成手段
　４　　読み履歴送信手段
　５　　読み履歴記憶手段
　６　　読み履歴更新手段
　７　　音声入力手段
　８　　読み優先順受信手段
　９　　音声出力手段
　１１　　読み履歴受信手段
　１２　　読み優先順送信手段
　１３　　読み履歴記憶手段
　１４　　読み優先順決定手段
　１５　　新規読み受信手段
　１０００　読み履歴ベクトル情報
　１２００　読み優先順データ
　１５００　読み履歴ベクトルデータベース
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